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規

則

■群
馬
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
五
十
号

群
馬
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

群
馬
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
群

馬
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
区
域
）

第
八
条
の
二

条
例
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
区
域
と
す

る
。

２

前
項
の
都
市
計
画
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
、
同
条
第
六
号
の

洪
水
又
は
雨
水
出
水
（
以
下
「
洪
水
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
建
築
物
が
損
壊
し
、

又
は
浸
水
し
、
住
民
そ
の
他
の
者
の
生
命
又
は
身
体
に
著
し
い
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
は
、
浸
水
想
定
区
域
図
（
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令

第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
、
知
事
又
は

市
町
村
長
が
作
成
し
た
図
面
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
（
水
防
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
想
定
最
大
規
模
降
雨
を
い
う
。
）

に
よ
り
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
さ
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
社
会
経
済
活
動
の
継
続

が
困
難
に
な
る
等
の
地
域
の
実
情
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
指
定
し
た
も

の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一

洪
水
等
の
発
生
時
に
お
け
る
避
難
場
所
（
水
防
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
二
号
の
避
難
場
所
を
い
う
。
）
へ
の
確
実
な
避

難
が
可
能
で
あ
る
土
地
の
区
域

二

洪
水
等
の
発
生
時
に
お
け
る
安
全
性
が
前
号
の
土
地
の
区
域
と
同
等
以
上
に
確
保
さ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域

３

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
当
該
指
定
に
係
る
土
地
の
区
域
が
所
在
す
る
市
町
村

の
長
か
ら
の
要
望
を
考
慮
し
て
行
う
の
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
と
と

も
に
、
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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